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第125号
2024.7.15田原社協

Council of Social Welfare at Tahara City

季節のお便りもくじ

撮影者◦東三河写真倶楽部　折原麻子氏　撮影場所◦蒲郡市

海の向こうは何があるかな？
海岸に出てみると、天気の良い日は海に浮かぶ船や対岸の

建物を見ることができます。もっともっと遠くには、目では見
えないけれど、ワクワクするような、ちょっとドキドキするよう
な、まだ知らない何かがあるかもしれません。

波の音に耳を傾けながら、海の向こうの景色に想像力を膨
らませてみるのも、夢があっていいですね。
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　心配ごと相談
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ふくし募金　ご協力ありがとうございますふくし募金　ご協力ありがとうございます

ふくし募金箱の設置にご協力いただける企業・商店の皆さまを募集しています。
問合せ 　田原市社会福祉協議会　☎23-0610

設置協力店（順不同、敬称略）

昨年度は、以下の設置協力店や寄付者のご協力により、450,387円のふくし募金が寄せられました。
お寄せいただいたふくし募金は、地域福祉推進のために、たはら社協だよりの発行や高齢者への

外出支援（買物支援バス等）のために活用させていただきます。

 六連校区 
六連郵便局
 神戸校区 
豊橋商工信用組合田原支店田原南出張所
神戸館
愛知みなみ農協ふれあい支店
酒店　ビーエス
道の駅　田原めっくんはうす
渥美病院売店
神戸郵便局
カフェ ルアナ
みつまる
 童浦校区 
愛知みなみ農協童浦支店
焼肉レストラン　欣龍
みかわの郷
緑が浜公園センターハウス

食蔵　北の国から
田原浦郵便局
とんかつ　やまと
 田原中部校区 
蒲郡信用金庫田原支店
豊橋商工信用組合田原支店
㈲あいふるケア
愛知みなみ農協田原支店
菊万
豆ノ樹
フードオアシスあつみ田原店
豊川堂セントファーレ田原店
夕やけ横丁三丁目　田原駅前店
グリル華
かねき米の郷　萱町本店
株式会社でりかコウベ
田原文化会館

田原郵便局
田原市商工会
きらく
 衣笠校区 
豊川信用金庫田原支店
藤建設㈱
シャトレーゼ田原店
なごみの郷
じゅうじゅう家
母子会　喫茶店
田原福祉センター
 南部校区 
㈱中神種苗店（園芸センター）
 野田校区 
田原野田郵便局
愛知みなみ農協野田支店
㈱河辺組

美容室アビス
マルヨ食品店
レストハウスなかや
山本屋

（株）河三モータース
 赤羽根校区 
道の駅　あかばねロコステーション
 若戸校区 
フードセンターまるわか
 亀山校区 
カフェ＆レスト　西山あるる
 福江校区 
洋菓子　ポワール
石窯パン職人　あるる
あずみの
FUJIYA KOBE 渥美店
お食事処・旅館　玉川

喫茶オレンジ
㈱金広商店
みやがわ化粧品店
食事処　みよしや
あつみライフランド
 清田校区 
フードオアシスあつみ福江店
フレイバーハウス
レストラン　lapinラ・パン
 泉校区 
清水屋製菓舗
渥美の味処　むらかみ
 伊良湖岬校区 
道の駅　伊良湖クリスタルポルト
愛知みなみ農協伊良湖岬支店

　本協議会の理事会、評議員会が令和6年6月7日及び6月24日に開催され、令和5年度収支決算が承認されまし
たので、報告します。

当 期 収 入 合 計 417,625,736 円
当 期 支 出 合 計 424,863,561 円
当 期 収 支 差 額 △ 7,237,825 円
前期末支払資金残高 80,061,053 円
当 期 末 支 払 資 金 残 高 72,823,228 円

令和5年度決算額

収入
417,625,736 

支出
424,863,561 

会費・寄付金4,887,902（1.2%） 積立資産支出
1,290,262（0.3%）

単位：円

補助金・
受託金・
助成金
220,105,449
（52.7%））

事業収入
10,547,980（2.5%）

介護保険
事業収入
78,049,130
（18.7%）

障害福祉
サービス等
事業収入
92,882,621
（22.2%）

預金利息・雑収入等
 805,704（0.2%）

人件費
314,726,620
（74.0%）

事務費
53,362,235
（12.6%）

事業費
51,228,502
（12.1%）

助成金・負担金等
4,255,942（1.0%）

積立金取崩収入 10,346,950（2.5%）

令和5年度　田原市社会福祉協議会決算報告
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令和5年度　田原市社会福祉協議会決算報告社協会費にご協力いただきありがとうございます社協会費にご協力いただきありがとうございます
　昨年度は、企業・自治会の皆さまをはじめ、多くの方々に社協会員にご加入いただきま
した。ありがとうございました。
　社会福祉協議会では、「だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を行うために、様々
な福祉事業に取り組んでいます。皆さまからいただいた会費は、福祉バスによる外出支援
やサロンの開催など、地域福祉を推進するための大切な財源の一つとなっています。

令和5年度　社協特別会員にご協力いただいた皆様　（順不同・敬称略）

愛知海運産業株式会社
有限会社愛豊ビルクリーナー
株式会社あつまるタウン田原
一般社団法人田原市医師会
田原造園協同組合
株式会社渥美モータース
株式会社天野ポンプ
有限会社一倉トミヤ
イトウ通信サービス株式会社
株式会社伊藤海苔店
株式会社いわさき
株式会社うかい仏具店
有限会社大久保モータース
太田建設工業株式会社
株式会社大羽石油店
有限会社オオバ不動産
ヴィレッジフーズ株式会社
渡辺造園株式会社
有限会社笠山荘
加藤電機株式会社
株式会社金田工務店
株式会社河合組
株式会社河建
株式会社河三モータース
有限会社来た佐
壽鑛業株式会社
株式会社菰田建設
株式会社コンドーリサイクル
斉竹鉱建株式会社
株式会社サイテックス
榊原産業株式会社田原S.S
株式会社ジュン・グリーン
身障者環境有限会社
日鉄カーボン株式会社田原製造所
株式会社菅原土木
すずき農場有限会社
有限会社大陽社印刷所
株式会社タカサキ新聞
田原運輸株式会社
田原環境サービス株式会社
田原十方舎有限会社
株式会社田原青果センター
田原市商工会

田原電気工事株式会社
株式会社テクノ・カワイ
株式会社冨田組
医療法人富永医院
株式会社中神種苗店
有限会社丸正夏目養魚場
株式会社浪花屋商店
庭山造園土木株式会社
株式会社ハロー
有限会社冨貴屋
藤建設株式会社
株式会社藤城運輸
前澤物産株式会社
株式会社牧野工務店
松井産業株式会社
有限会社丸福商店
株式会社南鐵建
森下鉄骨工業株式会社
柳田建設 株式会社
有限会社和光設備
渡邊機開工業株式会社
渡邉土建株式会社
有限会社あいふるケア
有限会社シュリンプ栽培センター
有限会社山口電気
有限会社愛知南運送
株式会社マルモ
有限会社鈴安工務店
株式会社太田設備
有限会社松本潜水
愛知みなみ農業協同組合
渥美中央青果株式会社
株式会社渥美フーズ
株式会社石倉精工 
石本マオラン株式会社
有限会社イワタ興業
有限会社オオタワークス
株式会社鳳
株式会社金広商店
有限会社カワイ園芸
蒲郡信用金庫渥美支店
キムラ漬物株式会社
株式会社小久保俊輔商店

株式会社杉浦水産
有限会社鈴木三郎商店
有限会社大善
有限会社東海保険サービス
細川園芸有限会社
有限会社ポワール
株式会社マーコ
株式会社松屋クリーニング
丸八自動車有限会社
宮川産業株式会社
株式会社森下工務店
株式会社吉田製作所
社会福祉法人福寿園
医療法人おかだクリニック
ニュー渥美観光株式会社
ヒラノデンタルオフィス
株式会社衣笠興業
小川青果株式会社
山本耳鼻咽喉科
ミカワリコピー販売株式会社
株式会社ヒミカ
有限会社元気村
株式会社ワックス
株式会社イナトータルサービス
田原コープ株式会社
谷ノ口公園管理委員会
有限会社石川園芸
株式会社杉浦商店
株式会社グリーンテック
株式会社久田運輸
株式会社ディーテック
有限会社ミヤタ土木
マルハチ株式会社
株式会社スギヤマクリーナー工業
加藤建設株式会社
東愛知日産自動車株式会社田原店
公益社団法人田原市シルバー人材センター
特定非営利活動法人おおぞら
特定非営利活動法人たはら国際交流協会
愛知県食品衛生協会田原支部
田原市仏教会
赤羽根学園
田原市母子寡婦福祉会

田原市老人クラブ連合会
田原市遺族連合会
六連コミュニティ協議会
大草自治会
田原東部校区自治会
豊島自治会
大久保区自治会
吉胡台区自治会
浦区自治会
白谷区
衣笠校区コミュニティ協議会
加治区自治会
衣笠町内会
八軒家町内会
鎌田町内会
藤七原町内会
東滝頭地区
赤石自治会
芦自治会
南自治会
彦田自治会
雲明自治会
保井自治会
東馬草自治会
山ノ神自治会
西馬草自治会
今方自治会
北海道自治会
野田市場自治会
仁崎自治会
ほると台自治会
高松区
赤東区
赤中区
赤西区
池尻区
若見区
越戸区
亀山コミュニティ協議会
中山自治会
小中山自治会
長沢自治会
福江自治会

保美自治会
向山自治会
山田自治会
高木自治会
折立自治会
古田自治会
宇津江自治会
江比間自治会
八王子自治会
村松自治会
馬伏自治会
伊川津自治会
石神自治会
夕陽が浜自治会
田原点字クラブ
傾聴ボランティアみどりの会
手話サークルでんでん虫
田原市楽友協会
ボランティア「愛」
レシピの会
視覚障害者団体さくらんぼ
ＮＰＯ木遊びまごまごネット
田原防災市民協議会
要約筆記サークルみみ友たはら
コミュニティサロン仲よし会
たんぽぽ会
やまゆり会
漆田三区ホットサロン
なでしこ川岸
あかね会
老いてもオイないサロン
野田いきいき会
やぐま台ふれあいお楽しみ会
蔵王友の会
志田倶楽部
こでまりの会
花水木
八福の会
にこやかクラブ
堀切地区ボランティアの会
ともえ会
爺ちゃん婆ちゃんカフェ
田原市役所職員一同

▲社協会費ページ
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判断能力が不十分な方の相談窓口のご案内

（田原市成年後見センター運営事業）
　田原市成年後見センターでは、認知症、知的障害、
精神障害等によって、
判断能力が十分でない
方の暮らしや権利を守
ります。

① 成年後見制度の利用促進
・成年後見制度や権利擁護に関する相談、
啓発活動 ( 各種団体等ご依頼があれば出
前講座も行います )

・親族の後見人等を行っている方や申立て
を検討中の方の相談や支援（必要に応じ
て当センターが後見人等になり支援を行
います）

② 日常生活自立支援事業の実施
・福祉サービスを利用するための手続きや支払いなどの利用援助
・日常生活に必要な金銭管理や手続きの援助
・書類等の預かり
・利用料
　福祉サービス利用援助、日常的金銭管理　1,200 円 /1 回
　書類等預かり　3,000 円 / 年 ( 月額 250円 )

判断できなく
なった時に
あなたの
暮らしを守る

問合せ　田原市社会福祉協議会　☎23-0610

　令和6年度が始まり、今年は介護保険制度も大きな改正がありまし
た。ご本人やご家族には制度の改正について丁寧に説明をしながら、
またケアマネージャーの役割として、ご本人の「こうなりたい、でき
たらいいな」という声や、ご家族からの相談に寄り添って一緒に考え
て支援をしています。
　田原市社協あかばねケアプランセンターは、赤羽根福祉センター入
口正面に事務所があります。日々の生活でのご相談や電話での相談に
もお応えできますので、お気軽にお問い合わせください。

　高齢者の方が安心して自宅で暮らせるようご本人やご家族の希望を
聞き、介護の知識を生かしながらご本人に適したケアプランを作成し
ています。また、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、安定した
生活が送れるよう支援しています。
　田原市社協あつみケアプランセンターは、高齢者の健康づくりや地
域住民の検診等に利用されるあつみライフランド（渥美福祉センター）
内にあります。介護サービス等を希望される方は要介護認定が必要と
なりますので、お気軽にご相談ください。

　田原市社協ヘルパーステー
ションは、赤羽根福祉センタ
ー内にある指定訪問介護事業
所です。援助内容は、ご利用
者一人一人のニーズによって
異なりますが、身体介護、生活援助、移動支援、同行援護等です。
　誰もが住み慣れた地域で自分らしく安心して生活を続けていけるよ
うに多職種との連携を図りながら、ヘルパーの専門性を生かして自立
にむけて支援をしています。
　在宅生活を送られているご利用者の気持ちに少しでも寄り添えるよ
う、職員一同努めていきます。

田原市社協ヘルパーステーション田原市社協ヘルパーステーション

田原市社協あかばねケアプランセンター田原市社協あかばねケアプランセンター

田原市社協あつみケアプランセンター田原市社協あつみケアプランセンター

■ 田原市社協ヘルパーステーション　☎45-4333

■ 田原市社協あつみケアプランセンター　☎33-0279

■ 田原市社協あかばねケアプランセンター　☎45-3824 ケアプランセンターは、
ケアマネージャーが常駐する
在宅介護の相談窓口です。

ヘルパーステーションとは、
在宅で生活をしている高齢者や

障害のある方にホームヘルパーを派遣し、
身体介護や家事援助などの

支援をする事業所です。
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判断能力が不十分な方の相談窓口のご案内

（田原市成年後見センター運営事業）
　田原市成年後見センターでは、認知症、知的障害、
精神障害等によって、
判断能力が十分でない
方の暮らしや権利を守
ります。

① 成年後見制度の利用促進
・成年後見制度や権利擁護に関する相談、
啓発活動 ( 各種団体等ご依頼があれば出
前講座も行います )

・親族の後見人等を行っている方や申立て
を検討中の方の相談や支援（必要に応じ
て当センターが後見人等になり支援を行
います）

② 日常生活自立支援事業の実施
・福祉サービスを利用するための手続きや支払いなどの利用援助
・日常生活に必要な金銭管理や手続きの援助
・書類等の預かり
・利用料
　福祉サービス利用援助、日常的金銭管理　1,200 円 /1 回
　書類等預かり　3,000 円 / 年 ( 月額 250円 )

判断できなく
なった時に
あなたの
暮らしを守る

問合せ　田原市社会福祉協議会　☎23-0610

高齢者支援センターにご相談ください
～高齢者の困りごとや心配ごと、どうしたらいいの？～

　このような心配なできごとが起こっ
ている時は、ぜひご相談ください。
（例えば）
【生活の面】
＊掃除や洗濯、料理ができなくなった
＊車に乗れなくなり、買物に困る　等々

【心の面】
＊物忘れが多くなり、持ち物をすぐなくす
＊財布を取られたと被害妄想を抱く　等々

【体の面】
＊起き上がり･立ち上がりが難しくなった
＊歩くとフラフラして転びそう　等々

○ まずお話を聞いて、どうすれば困っている
ことや不安が解消されるかを一緒に考えま
す。

○ 困りごとが解消されるように、各種サービ
スや制度について説明や紹介を行います。

○ その他、家族が抱える介護問題や生活に関
する様々な相談への支援を行います。

　高齢者支援センターでは、担当校区の一人暮らしの高
齢者や高齢者世帯のお宅を訪問し、元気に過ごすことが
できているか、困りごとがないか等の様子をうかがった
り、生活の様子をお尋ねする業務も行っています。
　相談したいことがありましたら、以下の連絡先までお
電話ください。

＊田原市社会福祉協議会
（野田小、高松小、赤羽根小、若戸小、泉小）
☎45-3611

（伊良湖岬小）
☎34-6630
＊あつみの郷
（田原中部小、衣笠小、田原南部小）
☎22-6784
＊福寿園
（六連小、神戸小、大草小、田原東部小、童浦小）
☎27-0882

（亀山小、中山小、福江小、清田小）
☎32-1788

校
区
別
の
相
談
先
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「つながる
第2回

open!

 みなさんの周りに、ほっとできる場所がありますか？今回の「つながる
カフェ」は、参加した皆さん
と一緒に「こんなつながりが
あったらいいな。」を考えた
いと思います。夏の暑い日で
すが、田原福祉センターで涼
みながら、誰かと少～しつな
がってみませんか？

◆開催日：8月17日（土）13時30分～15時30分
◆場　所：田原福祉センター3階大会議室
◆対　象：誰でも（小学生以下は大人と同伴でお願いします。）
◆参加費：無料 
◆当日のつながるメニュー：
　　① ふくしって？
　　② つながりをつくろう！
　　③ ボランティア体験
◆申し込み締切：8月9日（金）

右記二次元コードを読み取りGoogleフォームからお申込みいただくか、
電話・FAXでお申し込みください。
田原市社会福祉協議会　
田原市赤石二丁目2番地　田原福祉センター
担当：和田、林　☎23-0610　FAX23-3970
　　 （FAXの場合は、「氏名･連絡先･つながるカフェ」を記載してください。）

カフェ」

セントファーレ●

ララグラン●

田原福祉
センター

赤石Kモール●

三河田原駅
汐川

清谷川

至
田
原
市
役
所

至
衣
笠

至
Ｒ
２
５
９

要約筆記体験講座　参加者募集要約筆記体験講座　参加者募集
　要約筆記とは、聞こえない・聞こえにくい方のために、話し言葉を要約して文字で
伝えることです。
　「聞こえ」に不安のある方とのコミュニケーション方法を考え、文字で伝える体験
をしてみませんか。

日　　時❖ 1回目　9月14日（土）13時30分～15時30分
2回目　9月28日（土）13時30分～15時30分

会　　場❖ 田原福祉センター　ボランティアルーム
内　　容❖ 体験をとおして要約筆記の必要性や難聴の種類について学ぶ

難聴者とのコミュニケーションのためのホワイトボードづくり
難聴についての話し合いや理解を深めるための難聴者の体験動画の視聴など

知ってください

聞こえが不自由なことを
表すマークです

筆談や手で合図をお願いします

耳マーク

要約筆記サークル

　　みみ友
　　　たはら

主　　催❖ 田原市社会福祉協議会
担当　林　☎︎23-0610　FAX23-3970

講座担当❖ 要約筆記サークル「みみ友たはら」（旧 OHPたはら）

フードバンクにご協力を

田原市社会福祉協議会では、企業や個人の方に食品を寄付していただき、その食品を困って
いる方へ無償で提供する活動（フードバンク）を行っています。
令和 5年度は 191件の寄付をいただき、368世帯に提供しました。

ご寄付いただけるものがありましたら、少量でも構いませんのでご協力をお願いします。

・寄付していただきたいもの
　お米、インスタント食品、レトルト食品、缶詰、乾麺、乾物、非常食、生理用品、オムツ　など
・受付できないもの
①賞味期限が 1か月未満のもの
②開封済のもの
③アルコール類（みりん、料理酒を除く）

死のうと思っていたけど
食べることができて
生きようと思いました

問合せ　田原市社会福祉協議会　☎23-0610

お金、仕事、住まいなど、生活に関する相談窓口のご案内

　つらくて死にたい、相談相手がいない、ひきこもりの
家族が心配、収入はあるのに借金があり生活が苦しいな
ど、生活のことでお悩みはありませんか？
　社会福祉協議会では、日々の生活のこと、仕事のこと
など、相談員が話を聞かせていただくことで、解決に向
けて寄り添った支援を行います。
　どのようなことでも結構ですので、ひとりで抱え込ま
ずに、まずは話をお聞かせください。

つらいときは
そっと
ここにおいで

（生活困窮者自立相談支援事業）

※食品提供を受けた方の声

ホワイトボード
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（生活困窮者自立相談支援事業）

※食品提供を受けた方の声
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社協だより6頁をご覧ください。ヒント

ご寄付ありがとうございました。ご寄付ありがとうございました。
令和6年5月7日～令和6年7月4日

●當行寺着物恩送りの会　様
●三河海苔問屋協同組合　様（焼きのり）

ふくしクイズ
問
題

8月17日（土）に第○回つながるカフェが
openします。○に入る数字は何でしょうか。

❶ 1　　❷ 2　　❸ 3

ハガキに答え、郵便番号、住所、氏名
ご感想をお書き添えのうえ、ご応募ください。
●締　切 ： 8月16日(金)《当日消印有効》
  抽選で5名の方に図書カードをお送りします。
●応募先 ： 〒441-3422 田原市赤石二丁目2番地
   田原市社会福祉協議会
※5月号の応募数は36通でした。ご応募ありがとうございました。▲三河海苔問屋協同組合　様

田原市赤石二丁目2番地
☎ 23-0610   23-3970
E-mail  info@tahara-shakyo.or.jp
URL  http://tahara-shakyo.or.jp

編集･発行　  社会福祉法人　田原市社会福祉協議会

たはら社協だよりは、社協会員の皆さまからお寄せいただいた会費の一部が充てられています。

月 日 時　間 開催地区
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6(火) 13:30～16:00 渥 美 ○ ○ ○
7(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○

14(水) 13:00～16:00 赤 羽 根 ※
21(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○
29(木) 13:00～16:00 田 原 ○

9
3(火) 13:30～16:00 渥 美 ○ ○ ○
4(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○

18(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○

10

1(火) 13:30～16:00 渥 美 ○ ○ ○
2(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○
9(水) 13:00～16:00 赤 羽 根 ※

16(水) 13:00～16:00 田 原 ○ ○ ○ ○
24(木) 13:00～16:00 田 原 ○

◆開催場所、予約申込先
　 田原 　田原福祉センター　☎23-0610　　　 渥美 　あつみライフランド　☎33-0279
　(希望される会場に直接お申し込みください。）
　※赤羽根地区(赤羽根福祉センター）での行政相談をご希望の方は、田原福祉センター☎23-0610へご連絡ください。
　※お申込みの受付けは平日のみです。（土日及び祝日のお申込みは受付できません。）

　生活上の悩みごとや心配ごとの相談に応じます。
　法律的な相談には弁護士が対応し、解決のための方向性等を助言します。
◉対 象 者　田原市に住所を有し在住している方。
◉相談方法　弁護士等による面談方式です。
◉相談時間　1回の相談時間は30分以内です。
　＊相談は、すべて予約が必要です（2か月以上先の予約はできません）。
　＊同一内容でのご相談は原則１回限りとします。
◉スケジュールは以下のとおりです。

『心配ごと相談』
秘密は厳守されますので、
安心してご相談ください。

無料で弁護士に相談ができます。無料で弁護士に相談ができます。

母
子
・
父
子

自
立
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